
～平成１４年度　改訂版～

継続雇用制度奨励金（第Ⅰ種） 継続雇用制度の導入及び定着

多数継続雇用助成金（第Ⅱ種） 高年齢者の多数雇用 これが目的です

定年延長職業適応助成金（第Ⅲ種） 定年延長制度の円滑な運用

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。
① 当該継続雇用制度の導入日前に、労働協約 又は就業規則 により60歳以上の定年が定められていること。
② 労働協約の改定若しくは締結、又は就業規則の変更若しくは作成により、次の（イ）又は（ロ）に該当する

継続雇用制度を設けたものであること。
（イ）次のいずれかにより、61歳以上の年齢まで雇用する制度を設けたこと（以下「定年延長等」という）。
　　　a.定年を61歳以上の年齢に引き上げることにより、当該引き上げ前の定年を超える年齢の者を引き上げ後の定年
　　　　に達するまで雇用する制度。
　　　b.定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年に達した後、一定の期間毎に雇用契約を更新することに
　　　　より、中断することなく継続して雇用する制度（当該事業所の正規従業員たる地位の保持を伴わないものは除く）。
　　　c.定年後も継続して雇用されることを希望する者について、一定の要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、
　　　　出向契約に基づき出向事業所に対して、出向期間中の賃金について補助を行う制度。

（ロ）次のいずれかにより、65歳以上の年齢まで雇用する制度を設けたこと（以下「定年延長等以外の継続
　　　雇用制度」という）
　　　a.定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年により退職した日の翌日から起算して7日以内に再び雇い
　　　　入れ、一定の期間毎に雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度。
　　　b.定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年に達した後、一定の期間毎に雇用契約を更新することに
　　　　より、中断することなく継続して雇用する制度。
　　　c.定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年により退職した日の翌日から起算して7日以内に、一定
　　　　要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、出向契約に基づき出向事業所に対して、出向期間中の賃金に
　　　　ついて補助を行う制度。ただし、正規従業員たる地位を保持させつつ退職日の翌日に再雇用する制度につい
　　　　ては上記（イ）の「定年延長等」とみなす。

継続雇用期間に応じて最大5年間（年1回）支給されます。
第2回目以降の支給については、第1回の受給事業主であって、かつ次の要件を満たす場合です。

①61歳以上の「定年延長等」（65歳未満の年齢に限る）②65歳以上の「定年延長等」を導入した場合
　 を導入した場合 （単位：万円） （単位：万円）
　 　  継続雇用期間 　   　継続雇用期間

企業規模 企業規模

    1人～   9人     1人～   9人

  10人～  99人   10人～  99人

100人～ 299人 100人～ 299人

300人～ 499人 300人～ 499人

500人～ 500人～

③「定年延長等以外の継続雇用制度」（65歳以上の年齢に限る）
 　を導入した場合 （単位：万円）
　   　継続雇用期間

企業規模

    1人～   9人

  10人～  99人

100人～ 299人

300人～ 499人

500人～

150×5回
200×5回

120×1回 120×2回 120×3回 120×4回 120×5回

200×4回200×2回 200×3回

300×5回

　30×5回
 60×5回

　45×5回
  90×5回
180×5回
220×5回

300×1回 300×2回 300×3回

200×1回
150×1回 150×2回 150×3回 150×4回

 60×1回  60×2回  60×3回  60×4回
　30×1回 　30×2回 　30×3回 　30×4回

300×4回
220×1回 220×2回 220×3回 220×4回
180×1回 180×2回 180×3回 180×4回
  90×1回   90×2回   90×3回   90×4回
　45×1回 　45×2回 　45×3回 　45×4回

250×3回

　35×4回
  75×4回
150×4回
185×4回
250×4回

　35×3回
  75×3回
150×3回
185×3回

150×1回
185×1回
250×1回

　35×2回
  75×2回
150×2回
185×2回
250×2回

3年延長 4年延長1年延長 2年延長 3年延長 4年延長 5年延長

1年延長 2年延長 3年延長 4年延長 5年延長

　35×1回
  75×1回

1年延長 2年延長

３人以上

継続雇用制度導入日におけ
る常用被保険者の数

制度の適用を受けた
常用被保険者等の数

１人以上
２人以上

　　１人～１００人
１０１人～２００人
２０１人～３００人

対象となる事業主

継続雇用制度奨励金（第Ⅰ種）

１

なお、制度の適用を受けた常用被保険者等が事業主の都合
による離職により雇用保険の資格を喪失した場合は原則と
して、また、継続雇用制度の引き下げがあった場合には例
外なしに以降支給されません。

３

お問い合わせ先

ハンズ・クラブネット
ＴＥＬ：０８２－２３０－８２８２
ＦＡＸ：０８２－２３０－８２８３

支給期間

支給額

２


